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教育長退任にあたって 前教育委員会教育長　浅岡　哲男

　この度、１０月２日をもちまして、教育長を退任いたしました。
　町に奉職以来４４年の長きにわたり、行政に携わらせていただき、平成
２４年５月から７年余り教育長の職務に専念させていただきましたことは、
ひとえに皆様をはじめ関係各位の格別なご指導とご厚情の賜と深く感謝し
心よりお礼を申し上げます。
　次代を担う子どもたちが、複雑で予測することの難しい社会の中でも一
人ひとりが輝いて生きぬく力の教育とすべての町民が笑顔で活き生き学び
楽しく暮らすことの出来る教育の更なる進展を願っております。
　これからは、皆様からいただいたご厚志を大切に、地域活動をとおし意
義ある人生としたいと考えております。
　結びに、町民の皆様のご健勝と限りないご多幸を心よりご祈念申し上げ
退任のご挨拶と致します。　長い間有り難うございました。

教育長就任のご挨拶 教育委員会教育長　河本　浩昭

　この度、町議会の同意をいただき、１０月３日付けで教育長に就任いた
しました。
　少子高齢化の進行、グローバル化や情報化の進展等、社会情勢が大きく
変化し、先行き不透明な時代の中にあって、本町の教育行政を担うことの
重責を痛感し、身の引き締まる思いであります。
　この国やふるさと浦臼の未来を拓いていく人材の育成、過疎地であって
も学習機会を選択できる生涯学習社会の実現のため、教育委員をはじめ、
学校・PTA等の教育関係機関、地域との連携を大切にし、微力ではあり
ますが誠心誠意、努める所存です。
　町民の皆様には、引き続き本町の教育推進にご理解とご協力をお願い申
し上げ、就任のご挨拶といたします。

令和元年台風第１５号千葉県災害義援金

　令和元年台風１５号により、千葉県に甚大な被害がありました。
　被災された方々を支援するため、下記義援金の受付を行っておりますので、皆さまの温かいご支援
をよろしくお願いいたします。
　受付期間　　令和元年１２月２７日（金）まで
　お寄せいただいた義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者へ配分さ
れます。
　町民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
　そのほか、現在浦臼町で受付をしている災害義援金・募金等は下記のとおりです。

　いずれの義援金・募金も、役場くらし応援課および保健センターで受け付けています。
　これからも町民皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

詳しくは、くらし応援課生活係へ（６８－２１１２）

災害義援金名 受付終了日
平成２８年熊本地震災害義援金 令和２年３月３１日まで
平成３０年７月豪雨災害義援金 令和２年６月３０日まで
平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 令和２年３月３１日まで
令和元年８月豪雨災害義援金 令和２年２月２８日まで



買物は町内商店で買いましょう!!
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１１月は「児童虐待防止推進月間」です
みんなで子どもへの虐待を防ぎましょう

　厚生労働省では毎年１１月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、
児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・
啓発活動など種々な取組を集中的に実施しています。
【児童虐待とは？】
　＊身体的虐待～殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、
　　　　　　　　やけどを負わせる　など
　＊性 的 虐 待～子どもへの性的行為、性的行為を見せる　など
　＊ネグレクト～家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく
　　　　　　　　不潔にする、自動車の中に放置にする　など
　＊心理的虐待～言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
　　　　　　　　子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（ＤＶ）など
【「虐待かな？」と思ったら･･･】
　児童虐待かもと思ったらすぐに相談（通告）してください。
　あなたの１本の電話で救われる子どもがいます。
　※虐待の現場を見ていなくても構いません。
　※相談は匿名で行うことも可能です。相談者や相談内容に関する秘密は守られます。

【児童虐待に関する相談先】
　・児童相談所全国共通ダイヤル　　　電話 189
　・岩見沢児童相談所　　　　　　　　電話 0126－22－1119
　・浦臼町長寿福祉課子育て支援係　　電話 0125－69－2100

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　法務局では、女性の人権についての専用相談電話「女性の人権ホットライン」を設置しています。夫
やパートナーからの暴力やセクハラなど女性の人権に関する悩みをご相談ください。
　また、令和元年１１月１８日（月）から１１月２４日（日）までは、「全国一斉『女性の人権ホットライン』
強化週間」です。期間中は、平日の受付期間を延長し、土日も対応します。

女性の人権ホットライン　０５７０－０７０－８１０ 　　　

　◆受付時間　　　平日　午前８時３０分～午後５時１５分（年末年始を除く）
　◆強化週間中の受付時間　　　１１月１８日（月）～２２日（金）午前８時３０分～午後７時
　　　　　　　　　　　　　　　１１月２３日（土）・ ２４日（日）午前１０時～午後５時

ゼロナナゼロのハートライン

（全国共通ナビダイヤル）

広
　
告

（固定金利・保証料含む）　（平成２７年４月１日現在）

※融資条件を変更する場合は、手数料がかかる場合があります。
※保証会社の審査によって、ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問合わせください。

・ご融資額　５００万円以内　・ご利用期間　１０年以内

ご融資金利　年５.０％、年７.０％、年９.０％、年１４.０％
他金融機関、クレジット、消費者金融で

ご利用中のローンの借換もOK

http://www.shinkin.co.jp/hokumon/

※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年０.２０％優遇いたします。

北門信用金庫　浦臼支店　TEL ６８－２０１１

ふれあいを大切にする



元気にあいさつをしましょう!!
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町民文化講演会

　浦臼町教育委員会では、１１月１３日（水）行政センター３階あかねホー
ルにて社会教育事業　町民文化講演会を開催いたします。
　今回は、札幌市を中心に道内各地で活動するパフォーマー「鈴木幸子」さ
んの「楽しく　笑って　挑戦して」と題した腹話術や手品も交えた子どもか
ら大人までもが楽しめる講話会を予定します。
　大変貴重な講話会に、ご家族やお友達の方をお誘い合わせてお越しください。
◆日　時　１１月１３日（水）　開場　１７時３０分　開演　１８時００分
◆演　題　『楽しく　笑って　挑戦して』
◆講　師　鈴木　幸子氏
◆場　所　役場３階あかねホール　入場無料
◆問合せ　教育委員会　社会教育係　（６８－２１６６）

登記・相続に関するＱ＆Ａ

誰が相続人になるの？　～その２～
Ｑ１　先月父が亡くなりました。実は父は再婚で、前妻との間にAさんという子がいます。前妻に引き
取られ父の戸籍から抜けていますが、それでもAさんに相続権はあるのでしょうか？

A１　前妻との間の子であるAさんも相続権があります。認知した子、養子縁組している子も同様に相
続権があります。

Ｑ２　（Ｑ１から数年後）Aさんと話合いをするのは気が引けて、手続をせずにいたところ、Aさんが
亡くなってしまいました。Aさんには５人の子がいたようです。どうなってしまうのでしょうか？

A２　Aさんに代わって、Aさんの妻と、Aさんの５人の子ども全員が相続権を引き継いでいます。相
続手続をするためには、相続権のある者全員の間で話合いをする必要があります。

■お問合せ先　札幌法務局滝川支局　０１２５－２３－２３３０
　　　　　　　　（ホームページ）http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo

町民まちづくり活動応援補助金制度対象事業

だれでも食堂のご案内
　浦臼の野菜をできるだけ利用した、月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
日　　時：１１月１６日（土）１１:３０～１３:３０
メニュー：ぎょうざ・サラダ・ごはん・スープ

開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
料　　金：大人２００円　１８歳以下無料

年末調整等説明会

　年末調整及び源泉徴収票・法定調書合計表の作成、
並びに消費税軽減税率制度に関する説明会を次のと
おり開催します。
【と　き】令和元年１１月２６日（火）
　　　　　１４時００分～１６時１０分
【ところ】浦臼町行政センター（集会室AB）

「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？

広告主募集中広告主募集中広告主募集中
１号広告　　縦４㎝×横15㎝  4,000円
２号広告　　縦４㎝×横 7㎝  2,000円
問い合わせ　役場総務課企画統計係


